
別表３（第９条関係） 

※特定都市河川浸水被害対策法施行規則（平成16年国土交通省令第64号）で規定する流出雨

水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を準用 

 

 

 

土地利用の形態 流出係数 

宅地 0.90  

池沼 1.00  

水路 1.00 

ため池 1.00 

道路（法面を有しないものに限る。） 0.90  

道路（法面を有するものに限る。） 

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われ

た法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆

われた法面の流出係数は0.40とする。）及び法面以外

の土地（流出係数は0.90とする。）の面積により加重

平均して算出される値 

鉄道線路（法面を有しないものに限る。） 0.90 

鉄道線路（法面を有するものに限る。） 

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われ

た法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆

われた法面の流出係数は0.40とする。）及び法面以外

の土地（流出係数は0.90とする。）の面積により加重

平均して算出される値 

飛行場（法面を有しないものに限る。） 0.90  

飛行場（法面を有するものに限る。） 

法面（コンクリート等の不浸透性の材料により覆われ

た法面の流出係数は1.00、人工的に造成され植生に覆

われた法面の流出係数は0.40とする。）及び法面以外

の土地（流出係数は0.90とする。）の面積により加重

平均して算出される値 

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設

を伴うものに限る。） 
0.50 

運動場その他これに類する施設 
（雨水を排除するための排水施設を伴うもの

に限る。） 

0.80 

ローラーその他これに類する建設機

械を用いて締め固められた土地 
0.50 

山地 0.30 

人工的に造成され植生に覆われた法

面 
0.40 

林地、耕地、原野その他ローラーその

他これに類する建設機械を用いて締

め固められていない土地 

0.20 


